




(2) 指定をめぐる争訟の状況

指定暴力団の指定をめぐっては、四代目会津小 （現在の名称：五代目会津小鉄会）の

元代表者から、平成４年の指定処分について、結社の自由を制限された上、仁侠団体とし

ての名誉と信用を侵害されたなどとして、国、京都府等を被告として損害賠償請求訴訟が

提起されたが、一審、二審とも請求棄却の判決が出された。元代表者による上告に対し、

最高裁判所は、12年９月22日、上告事由に該当しないとして上告棄却の決定をした。

なお、同暴力団は、平成７年の指定処分についても同様の訴訟を提起しており、大阪高

等裁判所で係属中となっている。

(3) 中止命令の発出状況

平成13年における中止命令の発出件数は、2,238件で、前年に比べ、53件（2.4％）増加

している。暴力団対策法施行（平成４年３月１日）後の中止命令の累計は、１万5,020件に

上っている。

平成13年における中止命令の形態別では、資金獲得活動である暴力的要求行為（９条）

に対するものが1,382件（前年比30件（2.2％）増)と全体の61.8％を、加入強要、脱退妨害

（16条）に対するものが527件（前年比45件（9.3％)増）と全体の23.5％を占めている。暴力

的要求行為のうち、みかじめ料、用心棒料等の要求行為に対するものは466件（前年比52件

（10.0％）減）と全体の20.8％を占めている（図２－12）。

平成13年における中止命令を団体別に見ると、山口組に対するものが994件と最も多く、

全体の44.4％を占め、次いで稲川会358件、住吉会320件の順になっている（図表２－12）。

事例１ 住吉会傘下組織組員によるみかじめ料等要求行為に対する中止命令（千葉）【 】

住吉会傘下組織組員(31)は、３月、千葉県東葛飾郡内の飲食店において、その経営者

に、「この辺のシマを預かることになった。月々２万円を付き合ってくれ。盆暮れの付

き合いもしてほしい。変な客が来たら、おれ達が来てやるから。」等と告げて、みかじ

め料及び用心棒料を要求した（４月９日中止命令）。

事例２ 山口組傘下組織幹部による脱退妨害行為に対する中止命令（和歌山）【 】

山口組傘下組織組員(33)は、別の山口組傘下組織組員が山口組から脱退しようとした

ところ、３月、和歌山市内において、「お前は、うちの組で預かることになった。極道

続けよ。本部の決定に従わなんだら、和歌山にはおられんぞ。」等と告げて、脱退を妨

害した（３月16日中止命令）。

事例３ 合田一家の威力を利用した政治団体の構成員に対する中止命令（山口）【 】

合田一家の威力を常習とする政治団体の構成員（26）は、平成13年12月、建設会社の

従業員に対し、合田一家の威力を示して、正月用の飾り物の購入を要求した（12月27日

中止命令）。



(4) 再発防止命令の発出状況等

中止命令が、指定暴力団員等の行っている当該暴力的要求行為等の継続を禁止するもの

であるのに比べ、指定暴力団員等が反復して行うおそれのある不当な行為を広く禁止する

再発防止命令は、暴力団の資金獲得等に与える打撃が大きいことから、警察は、その積極

的な運用に取り組んでいるところである。

平成13年における再発防止命令の発出件数は、96件で、前年同期と比べ、１件(1.1％)増

加しており、暴力団対策法施行後の再発防止命令の累計は、474件に上っている。

平成13年における再発防止命令の形態別では、資金獲得活動である暴力的要求行為（９

条）に対するものが62件（前年比13件減）と全体の64.6％を、加入強要、脱退妨害（16

条）に対するものが32件（前年比12件増）と全体の33.3％を占めている。暴力的要求行為

のうち、みかじめ料、用心棒料等の要求行為に対するものは46件（前年比29件減）と全体

の47.9％を占めている（図表２－12）。

平成13年における再発防止命令を団体別に見ると、山口組に対するものが43件と最も多

く、全体の44.8％を占め、次いで稲川会21件、住吉会12件の順になっている(図表２－12）。

なお、平成13年においては、６件の再発防止命令及び１件の中止命令に対する違反で７

件の事件を検挙しており、法施行後13年末までに、45件の命令（中止命令６件、再発防止

命令39件）に対する違反で42件の事件を検挙している。

事例１ 工藤會傘下組織組員による不当贈与要求行為に対する再発防止命令（長崎）【 】

工藤會傘下組織組員(54)は、４月、人に対し、他人の債務の肩代わり名目で金銭を要

求し、さらに同年５月、別の者に対し、指定暴力団の威力を示して、この債務の肩代わ

り名目で金銭を要求したこと等から、更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれ

があると認め、人に対して、１年間この債務の肩代わり名目で金銭を要求すること等を

してはならない旨を命じた（６月23日再発防止命令）。

事例２ 山口組の威力を利用した政治団体の構成員に対する再発防止命令（岡山）【 】

政治団体の構成員（48）は、平成12年４月、建設会社の従業者に対し、山口組の威力

を示して、同社が受注した老人ホームの工事の下請けを要求し、平成12年２月から13年

１月までの間、前記会社以外の営業を営む者に対し、山口組の威力を示して、建設工事

の下請けを要求したこと等から、更に反復して類似の準暴力的要求行為をするおそれが

あると認め、営業を営む者に対し、１年間、下請け要求をすること等をしてはならない

旨を命じた（10月５日再発防止命令）。

事例３ 山口組傘下組織組長等による暴力的要求行為に係る再発防止命令違反事件（徳【 】

島）

山口組傘下組織組長(55)は、２月、徳島県公安委員会から１年間、みかじめ料や物品

購入を要求すること等を禁ずる旨の再発防止命令を受けていた前記傘下組織幹部共謀の

上、６月、徳島県三好郡内において、飲食店経営者に対し、縁起用置物の購入を要求し、

前記再発防止命令に違反した（７月16日検挙）。



(5) 事務所使用制限命令の発出状況

平成13年における事務所使用制限命令の発出件数は８件である。

事例１ 極東会対松葉会の対立抗争事件における事務所使用制限命令（警視庁・栃木）【 】

３月11日、栃木県下で極東会傘下組織組員(29)が松葉会傘下組織幹部を射殺し、次い

で、３月19日、東京都新宿区内で極東会傘下組織組員射殺事件が発生して以降、両団体

の対立抗争が激化し、対立に関連すると見られる暴力行為事件の発生は20件（うち発砲

18件）に上った。そのため、３月21日、警視庁及び栃木県警察は、極東会傘下組織及び

松葉会傘下組織事務所計３か所について、15日間の使用を制限する仮の命令を行った後、

東京都及び栃木県の公安委員会が、これら事務所につき３か月間の使用を制限する本命

令を行った（４月13日事務所使用制限命令）。

事例２ 國粹会の内部抗争における事務所使用制限命令（警視庁）【 】

國粹会執行部が傘下組織組長の絶縁を決定したことに関し、これに反発する國粹会内

の集団とそれ以外の集団の相互間に対立が生じた。４月24日から６月11日にかけて、対

立に関連すると見られる暴力行為事件の発生は31件（うち発砲30件）に上った。このた

め、警視庁は、國粹会の総本部事務所及び傘下組織事務所計３か所について、３ヶ月間

の使用を制限する命令を行った（７月６日事務所使用制限命令）。

さらに、この抗争事件に関し、國粹会傘下組織事務所計２か所について、同様に命令

を行った（７月13日事務所使用制限命令）。



図表２－12 中止命令等適用状況
中止命令 再発防止命令区 分

人の弱みに付け込む金品等要求行為 4
不当贈与要求行為 625 5
不当下請等要求行為 20

みかじめ料等要求行為 180 8
形 用心棒料等要求行為 286 38

高利債権取立行為 19 1
９条 不当債権取立行為 24

不当債務免除要求行為 148 4
不当貸付等要求行為 34 6

態 不当地上げ行為 6

競売等妨害行為 1
不当示談介入行為 4
因縁を付けての金品等要求行為 31

10条 項 暴力的要求行為の要求等 11
10条2項 暴力的要求行為の現場立会い助ける行為 311
12条の5 準暴力的要求行為 3 1

別 少年に対する加入強要・勧誘・脱退妨害 80 6

16条 威迫による加入強要・勧誘・脱退妨害 399 26
密接関係者に対する加入強要・脱退妨害 48

20条 指詰めの強要等 11
29条 事務所における禁止行為 4

五 代 目 山 口 組 994 43
稲 川 会 358 21
住 吉 会 320 12

四 代 目 工 藤 會 9 1
三 代 目 旭 琉 会 6
沖 縄 旭 琉 会 8 1

団 五 代 目 会 津 小 鉄 会 40 3
四 代 目 共 政 会 14 1
六 代 目 合 田 一 家 12 2
四 代 目 小 桜 一 家 2

三 代 目 浅 野 組 1
道 仁 会 47 3

体 親 和 会 5
双 愛 会 18
三 代 目 山 野 会 3
二 代 目 侠 道 会 6
三 代 目 太 州 会 7

七 代 目 酒 梅 組 4
別 極 東 桜 井 總 家 連 合 会 6 1

極 東 会 62 2
東 組 21
松 葉 会 52 2
國 粹 会 48 2
中 野 会 3

二 代 目 福 博 会 4
一 般 人 188 2

合 計 2,238 96


